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●百花プラザ様の外壁面に映像投影は可能でしょうか。
投影機材は、装飾可能エリア内に設置いたします。

●多目的広場・はらっぱ広場の地面への映像投影は可能で
しょうか。
投影機材は、百花プラザ様の屋上へ設置いたします。

●賑わい創出イベントの際に、「緑の相談室」「研究室２」を利
用させていただけますでしょうか。

●別紙-1に示す「装飾可能エリア」以外は、映像投影できません。

●別紙-1に示す「装飾可能エリア」以外は、映像投影できません。

●「緑の相談室」「研究室２」はともに利用可能ですが、予約状況によ
り利用できないことがあります。
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